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道路規制情報登録システムの概要 

 

道路規制情報システムは、登録システムと閲覧システムから構成されており、同一の

データベースを参照しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

道路規制情報登録システムは、文字の入力画面と規制情報、迂回路情報を入力する地

図の入力画面から構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

閲覧システム 

登録システム 

登録システム 

閲覧システム 
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１．起動時の画面 

・文字入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リストの下段のボタンをクリックしてデータの加工等を行う。 

［追加］ ：新規にデータ入力する。 

［編集］ ：リストをクリックして、対象のデータを選択して、［編集］ボタンをク

リックすると、編集画面が表示される。 

［表示］ ：リストをクリックして、対象のデータを別画面で表示します。 

［削除］ ：リストをクリックして、対象のデータを削除します。文字情報に関連づ

けられている規制区間等の絵の情報も削除されます。 

［検索］  ：項目で絞り込みができます。 

［再読込み］：リストの再表示を行います。再表示の際、データベースより最新の情

報を読み込んできます。 

［地図］ ：リストをクリックして、対象のデータの規制区間等の絵を表示します。

ただし、新規に追加された文字情報には関連づけられている規制区間等

の絵がないため、大阪府全域が表示されます。 
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・地図入力画面(規制区間等の入力画面) 

文字入力画面の［地図］ボタンをクリックすることによって、地図画面が表示されま

す。文字画面で指定した道路規制情報のみ表示することができます。 

※：利用の際、ブラウザの「ポップアップウィンドウのブロック」を無効に設定して

おいて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地図操作に関するボタンで

す。 

規制情報に関する操作画面 

規制区間、迂回路等の登録

が可能です。 

背景地図を変更する際に利

用します。 

画面中央の丁目レベルの住所名称が

表示されます。 

左側のテキストボックスに入力され

た住所名称の場所に画面が移動しま

す。 

行政区単位で地図表示を行

います。 
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２．文字入力画面 

 

２-１ 追加 

 

リストの下段の［追加］ボタンをクリックすると、「レコード追加」画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

必須項目を確実に入力して、画面の下段の

［送信］ボタンをクリックすると、入力した

情報がデータベースに登録されるとともに、

リストが更新されます。 

 

追加を終了する場合には、下段右の［キャ

ンセル］ボタンをクリックするか、上段右の

［×］ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

２-２ 編集 

 

リストの対象レコードを選択した状態で、リストの下段の［編集］ボタンをクリック

すると、「レコード編集」画面が表示されます。 

 

 

 

 

変更すべき事項を入力して、画面の下段の

［送信］ボタンをクリックすると、入力した

情報がデータベースに反映されるとともに、

リストが更新されます。 

 

編集を終了する場合には、下段右の［キャ

ンセル］ボタンをクリックするか、上段右の

［×］ボタンをクリックしてください。 
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２-３ 表示 

 

リストの対象レコードを選択した状態で、リストの下段の［表示］ボタンをクリック

すると、「レコードを表示」画面が表示されます。 

 

 

 

 

下段の     ボタンをクリックする

ことによって、表示レコードが変わります。 

 

表示を終了する場合には、下段右の［閉じ

る］ボタンをクリックするか、上段右の［×］

ボタンをクリックしてください。 
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２-４ 削除 

 

リストの対象レコードを選択した状態で、リストの下段の［削除］ボタンをクリック

すると、「削除」画面が表示されます。 

 

 

 

 

選択したレコードを削除する場合には、

［削除］ボタンをクリックしてください。 

関連付けられている規制区間等の絵の情

報が削除されます。 

 

削除を終了する場合には、下段右の［キャ

ンセル］ボタンをクリックするか、上段右の

［×］ボタンをクリックしてください。 
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２-５ 検索 

 

リストの下段の［検索］ボタンをクリックすると、「検索」画面が表示されます。 

 

 

 

 

絞り込み条件を設定して、［検索］ボタン

をクリックしてください。 

条件に一致するデータのみが、リストに表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絞り込んだ条件を元に戻す場合は、［リセ

ット］ボタンをクリックしてください。 

 

検索を終了する場合には、上段右の［×］

ボタンをクリックしてください。 
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２-６ 再読込み 

 

リストの下段の［再読込み］ボタンをクリックすると、「検索」の処理で表示対象が

絞り込まれていたものがもとに戻ります。 

 

 

 

 

２-７ 地図 

 

リストの対象レコードを選択した状態で、リストの下段の［地図］ボタンをクリック

すると、地図画面が起動し、規制区間、迂回路などの場所の地図が表示されます。 

 

 

 

 

新規に規制情報(文字)が追加されたデータの場合、規制区間、迂回路などの絵の情報が

ないので、大阪府全域が表示される。住所検索などにより、規制区間、迂回路など入力

場所を表示して、入力します。 

 

既に、規制区間、迂回路などの絵の情報が入力されている場合は、入力データが画面上

に収まるように費用時します。 

 

 

２-７ データの公開/非公開 

 

規制情報を公開/非公開する場合には、修正画面を利用して、［公開フラグ］を変更

します。公開フラグが、「公開」にセットされると、閲覧システムを利用して、道路規

制情報を閲覧することができます。 
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３．地図入力画面 

 

３-１ 行政区、住所での移動 

・行政区単位での表示 

画面の左上の DropDown メニューとボタンを利用して、土木事務所単位、市町村、

区の単位で表示できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住所検索 

画面の右下のテキストボックスとボタンを利用して、指定した住所を中心にして、

表示できます。 

 

 

 

 

 

 

※：号レベルの場所特定のため国土地理院のフロンテージ、及び国土政策局の位置参照情

報ダウンロードサービスを利用して取得した大字・町丁目レベル位置参照情報、街区

レベル位置参照情報を利用している。 

 

  

左側のテキストボックスに住所を入

力し、［移動］ボタンをクリリックす

ると、住所の場所に画面が移動しま

す。 

土木事務所単位、大阪市、堺市の範囲で地図表示

を行います。 

DropDown メニューから対象の行政区を選択し

て、[移動]ボタンをクリックしてください。 

さらに、細かい範囲で指定したい場合は、[移動]

ボタンをクリックしないでください。 

市町村単位、区単位で地図表示を行います。 

DropDown メニューから対象の市町村を選択し

て、[移動]ボタンをクリックしてください。 
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３-２ 画面操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：マウスのボタンを押したまま地図を引きずるようにドラッグ

して移動させる際には、２点での拡大、縮小の状態でないこ

とを確認してください。 

キーボードの矢印(←、↓、→、↑)で移動、キーボードの「＋」、

「－」で、拡大、縮小することもできます。 

 

  

ひとつ前の操作の地図を表示

します。 

ひとつ先の操作の地図を表示

します。 

指定した範囲が画面内に入る

ように拡大します。 

地図の縮尺を変更できます。 

（「＋」：拡大、「－」：縮小） 

クリックした地物の属性情報

を表示します。 

規制情報は選択できません。 

指定した範囲を図面の 25%に

なるように縮小します。 

このボタンをクリックしてか

ら、地図画面上で四角形の 1 

つの角をクリックし、続けて反

対側の角をクリックします。 

このボタンをクリックしてか

ら、マウスのボタンを押したま

ま地図を引きずるようにドラ

ッグすると地図がその方向に

移動します。止めたいところで

マウスのボタンをはなします。 
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３-３ 規制情報の入力の操作 

 

 

［サーバに登録］をクリックすると、画面上に

表示されているデータをデータベース内に保管

します。削除した場合も、［サーバに登録］を実

行してください。 

 

［入力操作の中断］をクリックして、画面の操

作ボタン［              ］をク

リックしてください。 

 

［規制区間］、［迂回路］をクリックして経路

を入力してください。終了する場合は、ダブルク

リックしてください。 

※：広い領域、長い区間を入力する場合は、適

当に入力していただき、後程、［図形の編

集］で、ポイントの追加、移動、削除等を

行うことができます。 

 

規制区間］、［うかいろ］の開始、終了点など

に‱を付与してください。オプションの自動接続

(スナップ)にチェックが入っていると、入力点が

端点、経路の線分上に接続されます。 

 

入力された情報を編集します。 
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３-４ 背景図の切替え 

 

画面右側の[地図の重ね合わせ]のタブをクリック

すれば、背景図の切替えが可能となります。 

 

国土地理院 電子国土(未提供地域) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google(地図)に変更した場合 
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３-５ その他 

・画面中央の住所 

画面の右下のボタンを利用して、画面中心の住所を確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：統計 GISの丁目界のポリゴンデータを利用しています。画面移動に伴い自動的に表示

中心の住所を計算することはしません。 

  

［住所］ボタンをクリリックすると、

画面中央の丁目レベルの住所名称が

表示されます。 
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・DXF出力 

 

画面右側の[DXF 出力]のボタンをクリックすれば、

表示範囲の DXF ファイルが出力することが可能です。 

設計業務等で利用してください。位置の基準である

基盤地図情報のデータを DXF 形式に変換してダウン

ロードすることが可能です。 

 

※：表示されている縮尺、範囲に注意してください。 

  ボタンをクリックしたら、ボタンが非活性化さ

れます。連続して処理ができません。しばらく

したら、ボタンが活性化され再度 DXF 出力が

可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


